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様式５（第３関係） 

 

久慈市国民保護計画変更案新旧対照表 

頁 編 章 標 題 旧 新 

   目次  

目  次 

第１編 総則 

 

 第２章 国民保護に関する基本指針 

   １～７ ［略］ 

   ８ 災害時要援護者への配慮及び国際

人道法の的確な実施 

 

 第３章  ［略］ 

 

 第４章 避難住民の誘導等 

１～５ ［略］ 

６ 避難住民の誘導 

 (1)～(6)   ［略］ 

  (7) 災害時要援護者への配慮 

 

用語の意義 

 本計画における主な用語の意義及び用法

は、次のとおりとする。 

 

目  次 

第１編 総則 

 

 第２章 国民保護に関する基本指針 

   １～７ ［略］ 

   ８ 要配慮者等への配慮及び国際人道

法の的確な実施 

 

第３章  ［略］ 

 

 第４章 避難住民の誘導等 

１～５ ［略］ 

６ 避難住民の誘導 

 (1)～(6)   ［略］ 

  (7) 要配慮者等への配慮 

 

用語の意義 

 本計画における主な用語の意義及び用法

は、次のとおりとする。 
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用語 意義及び用法 

 ［略］ 

災害時要

援護者 

次のいずれかに該当する者

をいう。 

１ 自分の身体に危険が差し

迫った場合において、それ

を察知することが不可能又

は困難な者 

２ 自分の身体に危険が差し

迫った場合において、それ

を察知しても適切な行動を

とることが不可能又は困難

な者 

３ 危険を知らせる情報を受

け取ることが不可能又は困

難な者 

４ 危険を知らせる情報を受

け取ることが可能であって

も、それに対して適切な行

動をとることが不可能又は

困難な者 

 例えば、高齢者、障害者、

乳幼児、外国人、妊産婦、

旅行者（観光客等）等が考

用語 意義及び用法 

 

要配慮者

等 

 高齢者、障がい者、乳幼児

その他の特に配慮を要する者

及び当該配慮を要する者のう

ち、武力攻撃災害等が発生し、

又はそのおそれがある場合に

自ら避難することが困難な者

をいう。 

 

                 

［略］ 
 



3 

 

えられる。 

 

 

 ［略］ 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

2-3  1 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ 住民に対する情

報提供（法８関係） 

 

 

 

８ 災害時要援護者

への配慮及び国際人

道法の的確な実施

（法９） 

 

 

 

 

 

 

           略 

また、災害時要援護者に対しても、確実に情

報を伝達できるよう必要な体制の整備に努め

る。 

 

８ 災害時要援護者への配慮及び国際人道法

の的確な実施（法９） 

国民保護措置の実施に当たっては、特に高齢

者、障がい者等の災害時要援護者に対するき

め細かな配慮が必要であり、市は、警報及び

緊急通報の伝達、避難誘導、救援の実施に当

たって、災害時要援護者の保護について留意

する。 

 

 

            略 

また、要配慮者等に対しても、確実に情報を

伝達できるよう必要な体制の整備に努める。 

 

 

８ 要配慮者等への配慮及び国際人道法の的

確な実施（法９） 

国民保護措置の実施に当たっては、特に高齢

者、障がい者等の要配慮者等に対するきめ細

かな配慮が必要であり、市は、警報及び緊急

通報の伝達、避難誘導、救援の 

実施に当たって、要配慮者等の保護について

留意する。 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

5-6 1 3 １ 各機関の事務又 

は業務の概要 

（２）県 

【参考例】 

指定地方行政機関 

機関の名称 事務又は業務の概要 

［略］ 

函館関税 

八戸税関支所 

宮古税関支所 

大船渡税関支所 

大船渡税関支所 

釜石出張所 

［略］ 

［略］ 

東北経済産業局 １ 救援物資の円滑な

供給の確保 

２ 商工鉱業の事業者

の業務の正常な運営

の確保 

３ 被災中小企業の振

興 

 ［略］ 
 

（２）県 

【削除】 

指定地方行政機関 

機関の名称 事務又は業務の概要 

［略］ 

函館税関 

八戸税関支署 

宮古税関支署 

大船渡税関支署 

釜石税関支署 

 

［略］ 

東北経済産業局 １ 工業用水道の応

急・復旧対策 

２ 災害時における復

旧用資機材、生活必需 

 品及び燃料等の需給

に関すること 

３ 産業被害状況の把

握及び被災事業者等

への支援 

 

 ［略］ 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 各機関の事務又

は業務の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定公共機関及び指定地方公共機関 

機関の名称 事務又は業務

の概要 

放送事業者 

［略］ 

㈱アイビーシー岩手放送 

 ［略］ 

 ［略］ 

運送事業者 

 ［略］ 

 ＪＲバス東北㈱ 

 

 ㈱日本航空インターナシ

ョナル 

 ［略］ 

 (社)岩手県トラック協 

 会 

 (社)岩手県バス協会 

 ［略］ 

 ［略］ 

電気事業者  

 [略] 

東北電力㈱ 

 

ガス事業者 

 (社)岩手県高圧ガス保安

 ［略］ 

指定公共機関及び指定地方公共機関 

機関の名称 事務又は業

務の概要 

放送事業者 

［略］ 

㈱ＩＢＣ岩手放送 

 ［略］ 

 ［略］ 

 

             

運送事業者 

 ［略］ 

 ジェイアールバス東北 

 ㈱ 

 日本航空㈱ 

 

［略］ 

 

 (公社)岩手県トラック協

会 

 (公社)岩手県バス協会 

 ［略］ 

 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

電気事業者  

［略］ 

東北電力ネットワーク㈱ 

 

ガス事業者  ［略］ 
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7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 各機関の事務又

は業務の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協会 

 ［略］  

日本郵政公社  ［略］ 

病院、その他の医療機関 

 独立行政法人国立病院機

構 

 (社)岩手県医師会 

 (社)岩手県歯科医師会 

 ［略］ 

 ［略］  

 

 

 (一社)岩手県高圧ガス保

安協会 

 

             

 ［略］  

郵便事業を営む者  ［略］         

病院、その他の医療機関 

 独立行政法人国立病院機

構 

 (一社)岩手県医師会 

 (一社)岩手県歯科医師 

 会 

 ［略］ 

 

 

 

             

 ［略］  
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頁 編 章 標 題 旧 新 

9-10 1 4 ２ 社会的特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 人口分布 

   人口は、2005 年 10 月 1 日現在、39,141

人、世帯数は 14,262 世帯となっており、

市街地である久慈地区、長内地区には人

口の約 60％が集中している。（平成 17 年

国勢調査速報値） 

また、2000 年から老年人口が幼年人口

を上回っており、65 歳以上の人口は、

8,122 人で全体の 20.2％を占める割合と

なっていることから、災害時要援護者対

策には十分に配慮する必要がある。 

 

(2) 道路の位置等 

   道路については、南北を国道４５号線、

東西を国道 281 号線がそれぞれ沿岸部及

び内陸部を結ぶ重要な路線となってお

り、他に代替路線等はなく、住民の避難

にあたる際には自衛隊等の部隊の展開と

の調整が必要である。 

本市においても車社会の急激な進展に

より、自動車の交通量が飛躍的に増加し

たため、避難の手段として自家用車の使

用を認めると重大な混乱を招くと考えら

(1) 人口分布 

   人口は、2020 年 10 月 1 日現在、33,043

人、世帯数は 14,122 世帯となっており、

市街地である久慈地区、長内地区には人

口の約 64.8％が集中している。（令和２年

国勢調査速報値） 

また、2000 年から老年人口が幼年人口

を上回っており、65 歳以上の人口は、

11,006 人で全体の 33.3％を占める割合

となっていることから、要配慮者等対策

には十分に配慮する必要がある。 

 

(2) 道路の位置等 

   道路については、南北を国道 45号線及

び三陸沿岸道路、東西を国道 281 号線が

それぞれ沿岸部及び内陸部を結ぶ重要な

路線となっている。住民の避難にあたる

際には自衛隊等の部隊の展開との調整が

必要である。 

本市においても車社会の急激な進展に

より、自動車の交通量が飛躍的に増加し

たため、避難の手段として自家用車の使

用を認めると重大な混乱を招くと考えら
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れることから、鉄道、バス、徒歩といっ

た手段による避難を原則とすることが望

まれるが、地理的条件や交通事情などを

勘案した上で、自家用車の使用も配慮す

る必要がある。 

 

 (3) 交通機関等 

鉄道輸送等は、東日本旅客鉄道㈱、三

陸鉄道㈱が担っているが、沿岸部を南北

に縦断する路線であり、県内陸部を結ぶ

路線がないことから、テロ等により鉄道

施設が破壊された場合は、大型輸送機能

を失うことになり、住民の避難行動及び

緊急物資の運搬が不能になるため、安全

確保には特に配慮していく必要がある。 

バス輸送に関しては、㈱いわて県北自

動車、ＪＲバス東北㈱が担っている。 

また、各社により盛岡、二戸、八戸方

面に高速バスが運行されている。 

 

 (4)  ［略］ 

 

 

れることから、鉄道、バス、徒歩といっ

た手段による避難を原則とするが、地理

的条件や交通事情などを勘案した上で、

自家用車の使用も配慮する必要がある。 

 

 (3) 交通機関等 

鉄道輸送等は、東日本旅客鉄道㈱、三

陸鉄道㈱が担っているが、沿岸部を南北

に縦断する路線であり、県内陸部を結ぶ

路線がないことから、テロ等により鉄道

施設が破壊された場合は、大型輸送機能

を失うことになり、住民の避難行動及び

緊急物資の運搬が不能になるため、安全

確保には特に配慮していく必要がある。 

バス輸送に関しては、㈱いわて県北自

動車、ジェイアールバス東北㈱が担って

いる。 

また、各社により盛岡、二戸、八戸方

面に高速バスが運行されている。 

 

 (4)  ［略］ 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

13 2 1 １ 初動体制等の整

備 

 

(1)  ［略］ 

 

【市における 24 時間体制の確保について】 

 ア ［略］ 

 

 イ 常備消防機関との連携強化 

夜間、休日等における初動連絡体制（警

報受領及び現場情報受領、市長、その他

関係機関への連絡）に限定して久慈地区

広域行政事務組合消防本部に事務を委ね

ることとする。 

その際、市においては、初動の連絡の

受領次第速やかに対応体制をとることと

し、担当職員が登庁後は当該市が久慈地

区広域行政事務組合消防本部より引き継

ぎ、国民保護措置を実施することとする。 

この場合、久慈地区広域行政事務組合

消防本部は、特に構成する久慈市・洋野

町・野田村・普代村の長への連絡を迅速

に行うよう留意するとともに、平時より、

構成市町村との連携を密にし、初動連絡

体制等の整備や職員への周知を十分に実

施しておく。 

(1)  ［略］ 

 

【市における 24 時間体制の確保について】 

 ア ［略］ 

 

 イ 常備消防機関との連携強化 

夜間、休日等における初動連絡体制（警

報受領及び現場情報受領、市長、その他

関係機関への連絡）に限定して久慈広域

連合消防本部に事務を委ねることとす

る。 

その際、市においては、初動の連絡の

受領次第速やかに対応体制をとることと

し、担当職員が登庁後は当該市が久慈広

域連合消防本部より引き継ぎ、国民保護

措置を実施することとする。 

   この場合、久慈広域連合消防本部は、

特に構成する久慈市・洋野町・野田村・

普代村の長への連絡を迅速に行うよう留

意するとともに、平時より、構成市町村

との連携を密にし、初動連絡体制等の整

備や職員への周知を十分に実施してお

く。 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

14-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 初動体制等の整

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【夜間、休日等における連絡体制】 

表中 

久慈地区広域行政事務組合消防本部 

①市長、助役、総務企画部長 

②総合防災室長、警察 

③消防防災課長→本部員→本部職員→消防団

→各分団 

 

(2)  ［略］ 

【職員の参集基準】 

職員の参集の範囲 

総務企画部長、総務課及び消防防災課職員 

 

(3)～(6)  ［略］ 

 

(7) 消防団の充実・活性化の推進 

 [略] 

なお、消防団の活性化に関し、本計画に

定めのないものについては、久慈市地域防

災計画第２章第２節「自主防災組織等育成

計画」の例によるところとする 

【夜間、休日等における連絡体制】 

表中 

久慈広域連合消防本部 

①市長、副市長、総務部長 

②総合防災室長、警察 

③防災危機管理課長→本部員→本部職員→消

防団→各分団 

 

(2)  ［略］ 

【職員の参集基準】 

職員の参集の範囲 

総務部長、総務課及び防災危機管理課職員 

 

(3)～(6)  ［略］ 

 

(7) 消防団の充実・活性化の推進 

[略] 

なお、消防団の活性化に関し、本計画

に定めのないものについては、久慈市地

域防災計画第２章第２節「地域防災活動

活性化計画」の例によるところとする 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

16 2 1 ２ 通信体制の整備

等 

(1) 非常通信体制の整備 

[略] 

なお、通信施設の整備に関し、本計画

に定めのないものについては、久慈市地

域防災計画第２章第６節「防災施設等整

備計画」に、災害時における通信の確保

については、久慈市地域防災計画第３章

第３節「通信情報計画」の例によるとこ

ろとする。 

 

(2) 非常通信体制の確保 

[略] 

 

(1) 非常通信体制の整備 

[略] 

なお、通信施設の整備に関し、本計画

に定めのないものについては、久慈市地

域防災計画第２章第８節「防災施設等整

備計画」に、災害時における通信の確保

については、久慈市地域防災計画第３章

第３節「通信情報計画」の例によるとこ

ろとする。 

 

(2) 非常通信体制の確保 

[略] 

 



13 

 

頁 編 章 標 題 旧 新 

17 2 1 ２ 通信体制の整備

等 

施
設
・
設
備
面 

・非常通信設備等のー [略] 

 

[略] 

運
用
面 

 

[略] 

[略] 

・国民に情報を提供するに当たって

は、防災行政無線、広報車両等を活

用するとともに、高齢者、障害者、

外国人、その他の情報の伝達に際し

援護を要する者及びその他通常の手

段では情報の入手が困難と考えられ

る者に対しても情報を伝達できるよ

う必要な検討を行い、体制の整備を

図る。 
 

施
設
・
設
備
面 

・ 武力攻撃災害等における警報や

避難措置の指示等を迅速かつ確実に

通知・伝達されるよう、緊急情報ネ

ットワークシステム（Ｅｍ－Ｎｅ

ｔ）、全国瞬時警報システム（Ｊ－Ａ

ＬＥＲＴ）、消防防災無線等を中心

に、総合行政ネットワーク（ＬＧＷ

ＡＮ）、地域衛星通信ネットワーク等

の情報通信手段を的確に運用・管

理・整備する。  

・非常通信設備等のー [略] 

[略] 

運
用
面 

 

[略] 

[略] 

・国民に情報を提供するに当たって

は、防災行政無線、広報車両等を活

用するとともに、要配慮者等及びそ

の他通常の手段では情報の入手が困

難と考えられる者に対しても情報を

伝達できるよう必要な検討を行い、

体制の整備を図る。                
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頁 編 章 標 題 旧 新 

18 

 

 

 

 

 

18 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

２ 通信体制の整備

等 

 

 

 

 

３ 関係機関との連

携体制の整備 

 

(3) 防災行政無線の整備 

市は、武力攻撃事態等における迅速な

警報の伝達等に必要となる同報系その

他の防災行政無線の整備を図るととも

に、デジタル化を推進する。 

 

(1) ［略］ 

(2) 近接市町村との連携 

   [略] 

     なお、市町村間の相互応援等に関し、

本計画に定めのないものについては、久

慈市地域防災計画第３章第９節「相互応

援協力計画」の例によるところとする。 

(3) ［略］ 

(4) 自主防災組織に対する支援 

  [略] 

なお、自主防災組織の支援に関し、本

計画に定めのないものについては、久慈

市地域防災計画第２章第２節「自主防災

組織等育成計画」の例によるところとす

る。 

 

(3) 防災行政無線の整備 

市は、武力攻撃事態等における迅速な

警報の伝達等に必要となる同報系その

他の防災行政無線の整備を図る。 

 

 

(1) ［略］ 

(2) 近接市町村との連携 

   [略] 

     なお、市町村間の相互応援等に関し、

本計画に定めのないものについては、久

慈市地域防災計画第３章第９節「県、市

町村等応援協力計画」の例によるところ

とする。 

(3) ［略］ 

(4) 自主防災組織に対する支援 

[略] 

なお、自主防災組織の支援に関し、本計

画に定めのないものについては、久慈市地

域防災計画第２章第２節「地域防災活動活

性化計画」の例によるところとする。 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

19 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

３ 関係機関との連

携体制の整備 

 

 

 

(5) ボランティア団体等に対する支援 

市は、防災に関する連携体制を踏まえ、

日本赤十字社、社会福祉協議会、その他

のボランティア関係団体等との連携を

図り、武力攻撃事態等においてボランテ

ィア 

活動が円滑に行われるよう、その活動環

境の整備を図る。 

なお、ボランティア団体等の支援に関

し、本計画に定めのないものについては、

久慈市地域防災計画第２章第 19 節「ボラ

ンティア育成計画」の例によるところと

する。 

 

(5) ボランティア団体等に対する支援 

市は、防災に関する連携体制を踏まえ、

日本赤十字社、社会福祉協議会、その他

のボランティア関係団体等との連携を

図り、武力攻撃事態等においてボランテ

ィア 

活動が円滑に行われるよう、その活動環

境の整備を図る。 

なお、ボランティア団体等の支援に関

し、本計画に定めのないものについては、

久慈市地域防災計画第２章第 21 節「防災

ボランティア育成計画」の例によるとこ

ろとする。 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

20 

 

 

 

 

20 

2 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

2 

１ 警報を伝達する

大規模集客施設等の

把握 

 

 

２ 避難実施要領の

パターンの作成（法

61 関係） 

 

【大規模集客施設の例】 

①～⑧ ［略］ 

⑨その他人の集まる施設（収容人員 100 人以

上若しくは建物面積 1,00 ㎡以上の建物） 

 

市は、関係機関（教育委員会など市の各

執行機関、消防機関、県、県警察、海上保

安部等、自衛隊等）と緊密な意見交換を行

いつつ、久慈市地域防災計画第 2 章第 5 節

「避難対策計画」及び第 3章 13 節「避難・

救出計画」並びに県や消防庁が作成するマ

ニュアルを参考  に、季節の別（特に冬季

の避難方法）、観光客や昼間人口の存在、混

雑や交通渋滞の発生状況等について配慮

し、複数の避難実施要領のパターンをあら

かじめ作成する。 

この場合において、災害時要援護者の避

難方法等についても配慮するものとする。 

 

【避難実施要領作成の際の主な留意事項】 

①～② ［略］ 

③ ［略］ 

 例：集合場所：A 市 A1 地区２－１の

【大規模集客施設の例】 

①～⑧ ［略］ 

⑨その他人の集まる施設（収容人員 100 人以

上若しくは建物面積 1,000 ㎡以上の建物） 

 

市は、関係機関（教育委員会など市の各

執行機関、消防機関、県、県警察、海上保

安部等、自衛隊等）と緊密な意見交換を行

いつつ、久慈市地域防災計画第 2 章第 5 節

「避難対策計画」及び第 3章第 14 節「避難・

救出計画」並びに県や消防庁が作成するマ

ニュアルを参考  に、季節の別（特に冬季

の避難方法）、観光客や昼間人口の存在、混

雑や交通渋滞の発生状況等について配慮

し、複数の避難実施要領のパターンをあら

かじめ作成する。 

この場合において、要配慮者等の避難方

法等についても配慮するものとする。                   

 

【避難実施要領作成の際の主な留意事項】 

①～② ［略］ 

③ ［略］ 

 例：集合場所：A 市 A1 地区２－１の
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A市立A1小学校グランドに集合す

る。 

   集合に当たっては、原則として

徒歩により行う。必要に応じて、

自転車等を使用するものとし、災

害時要援護者については自動車

等の使用を可とする。 

 

  ④ ［略］ 

⑤ 集合に当たっての留意事項 

集合後の町内会内や近隣住民間での

安否確認、災害時要援護者への配慮事

項等、集合に当たっての避難住民の留

意すべき事項を記載する。 

例：集合に当たっては、災害時要援護

者の所在を確認して避難を促すと

ともに、集合後は、避難の単位ご

とに不在確認を行い、残留者等の

有無を確認する。 

⑥～⑦ ［略］ 

⑧ 災害時要援護者への対応 

災害時要援護者等、自ら避難するこ

とが困難な者の避難誘導を円滑に実施

するために、これらの者への対応方法

A市立A1小学校グランドに集合す

る。 

   集合に当たっては、原則として

徒歩により行う。必要に応じて、

自転車等を使用するものとし、要

配慮者等については自動車等の

使用を可とする。        

 

  ④ ［略］ 

⑤ 集合に当たっての留意事項 

集合後の町内会内や近隣住民間での

安否確認、要配慮者等への配慮事項等、

集合に当たっての避難住民の留意すべ

き事項を記載する。 

例：集合に当たっては、要配慮者等の

所在を確認して避難を促すととも

に、集合後は、避難の単位ごとに

不在確認を行い、残留者等の有無

を確認する。                                       

⑥～⑦ ［略］ 

⑧ 要配慮者等への対応 

要配慮者等、自ら避難することが困

難な者の避難誘導を円滑に実施するた

めに、これらの者への対応方法を記載
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を記載する。 

例：誘導に際しては、災害時要援護者

等、自ら避難することが困難な者

を優先的に避難させるものとす

る。また、民生委員、自主防災組

織及び自治会等に、避難誘導の実

施に協力してもらうよう呼びかけ

る。 

⑨～⑫ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する。 

例：誘導に際しては、要配慮者等、自

ら避難することが困難な者を優先

的に避難させるものとする。また、

民生委員、自主防災組織及び自治

会等に、避難誘導の実施に協力し

てもらうよう呼びかける。 

                                                  

⑨～⑫ ［略］ 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

25 2 2 ２ 避難実施要領の

パターンの作成（法

61 関係） 

 

【避難実施要領のイメージ】 

１ [略] 

２ 避難住民の誘導の実施方法 

(1)～(2) ［略］ 

 

(3) 災害時要援護者に対する避難誘導 

   誘導に当たっては、災害時要援護者を

優先的に避難誘導する。また、自主防災

組織や自治会など地域住民にも、福祉関

係者との連携のもと、市職員等の行う避

難誘導の実施への協力を要請する。 

３ ［略］ 

【避難実施要領のイメージ】 

１ [略] 

２ 避難住民の誘導の実施方法 

(1)～(2) ［略］ 

 

(3) 要配慮者等に対する避難誘導 

   誘導に当たっては、要配慮者等を優先

的に避難誘導する。また、自主防災組織

や自治会など地域住民にも、福祉関係者

との連携のもと、市職員等の行う避難誘

導の実施への協力を要請する。 

３ ［略］ 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

26 

 

 

 

 

 

 

 

27 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

４ 避難施設の指定

への協力 

 

 

 

 

 

 

５ 生活関連等施設

の把握等 

 

市は、県が行う避難施設の指定に際して

は、必要な情報を提供するなど県に協力す

る。また、県が指定した避難施設に関する

情報を避難施設データベース等により、県

と共有するとともに、県と連携して住民に

周知する。 

 

 

市は、その区域内に所在する生活関連等

施設について、県を通じて把握するととも

に、県との連絡体制を整備する。 

  また、市は、「生活関連等施設の安全確保

の留意点について」（平成１７年８月２９日

閣副安危第３６４号内閣官房副長官補（安全

保障・危機管理担当）付内閣参事官通知）に

基づき、その管理に係る生活関連等施設の安

全確保措置の実施のあり方について定める。 

市は、県が行う避難施設の指定に際して

は、施設の収容人数、構造、保有設備等の

必要な情報を提供するなど県に協力する。

また、県が指定した避難施設に関する情報

を避難施設データベース等により、県と共

有するとともに、県と連携して住民に周知

する。 

 

市は、その区域内に所在する生活関連等

施設について、県を通じて把握するととも

に、県との連絡体制を整備する。 

また、市は、「生活関連等施設の安全確保

の留意点について」（平成 17 年８月 29 日閣

副安危第 364 号内閣官房副長官補（安全保

障・危機管理担当）付内閣参事官通知）に

基づき、その管理に係る生活関連等施設の

安全確保措置の実施のあり方について定め

る。 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

27 2 2 ５ 生活関連等施設

の把握等 

【生活関連等施設及び危険物質等の種類及び

所管省庁】 

国民保護

法施行令 
各号 

施設の種

類 

所管省庁

名 

 ［略］ 

第 28 条 

危険物質

等 

［略］ 

５号 核燃料物

質（汚染

物質を含

む） 

文部科学

省、経済

産業省 

６号 核原料物

質 

文部科学

省、経済

産業省 

７号 放射性同

位元素

（汚染物

質を含

む） 

文部科学

省 

 ［略］ 

 

 

【生活関連等施設及び危険物質等の種類及び

所管省庁】 

国民保護

法施行令 
各号 

施設の種

類 

所管省庁

名 

 ［略］ 

第 28 条 

危険物質

等 

［略］ 

５号 核燃料物

質（汚染

物質を含

む） 

原子力規

制委員会 

６号 核原料物

質 

原子力規

制委員会 

７号 放射性同

位元素

（汚染物

質を含

む） 

原子力規

制委員会 

 ［略］ 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

28 

 

 

 

 

 

 

 

30 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 国民保護に関す

る啓発（法 43関係） 

 

[略] 

 なお、防災資機材等の整備に関し、本計画

に定めのないものについては、久慈市地域防

災計画第２章第６節「防災施設等整備計画」

の例によるところとする。 

 

 

 

(1) 啓発の方法 

[略] 

また、災害時要援護者に対しては、点

字や外国語を使用した広報媒体を使用

するなど実態に応じた方法により啓発

を行う。 

 

(2)～(6)  ［略］ 

 

[略] 

 なお、食料や生活必需品等の備蓄及び防災

資機材等の整備に関し、本計画に定めのない

ものについては、久慈市地域防災計画第２章

第６節の２「食料・生活必需品等の備蓄計画」

及び第８節「防災施設等整備計画」の例によ

るところとする。 

 

(1) 啓発の方法 

[略] 

また、要配慮者等に対しては、点字や

外国語を使用した広報媒体を使用する

など実態に応じた方法により啓発を行

う。 

                                                   

(2)～(6)  ［略］ 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

31 2 4 ２ 訓練 

 

 (1) 市における訓練の実施（法 42①） 

[略] 

訓練の実施に当たっては、具体的な事

態を想定し、防災訓練におけるシナリオ

作成等、既存のノウハウを活用するとと

もに、県警察、海上保安部等、自衛隊等

との連携を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  ［略］ 

(3) 訓練に当たっての留意事項（法 42 関

係） 

① ［略］ 

② 国民保護措置についての訓練の実施

においては、住民の避難誘導や救援等

に当たり、町内会・自治会の協力を求

めるとともに、特に災害時要援護者へ

の的確な対応が図られるよう留意す

(1)  市における訓練の実施（法 42①） 

[略] 

訓練の実施に当たっては、具体的な事

態を想定し、防災訓練におけるシナリオ

作成等、既存のノウハウを活用するとと

もに、県警察、海上保安部等、自衛隊等

との連携による、NBC 攻撃等により発生す

る武力攻撃災害への対応訓練、広域にわ

たる避難訓練、地下への避難訓練等武力

攻撃事態等に特有な訓練等について、人

口密集地を含む様々な場所や想定で行う

とともに、実際に資機材や様々な情報伝

達手段を用いるなど実践的なものとする

よう努める。                    

(2)  ［略］ 

(3) 訓練に当たっての留意事項（法 42 関

係） 

① ［略］ 

② 国民保護措置についての訓練の実施

においては、住民の避難誘導や救援等

に当たり、町内会・自治会の協力を求

めるとともに、特に要配慮者等への的

確な対応が図られるよう留意する。 
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る。 

③～⑥ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③～⑥ ［略］ 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

34 3 1 １ 市対策本部の設

置 

 

【国民保護措置の全体の仕組み】  ［略］ 

 (1) 市対策本部の設置の流れ 

 ①・②  ［略］ 

 

③ 市対策本部員及び市対策本部職員の

参集 

市対策本部担当者は、市対策本部員、

市対策本部職員等に対し、一斉参集シス

テム等の連絡網を活用し、市対策本部に

参集するよう連絡する。 

 

※一斉参集システム 

大規模災害発生時等において、災害種

別、規模等を選択することにより、事

前に設定した職員（携帯電話等）に対

して参集のための災害発生の通知を

行うシステム 

  

④・⑤  ［略］ 

【国民保護措置の全体の仕組み】  ［略］ 

 (1) 市対策本部の設置の流れ 

 ①・②  ［略］ 

 

③ 市対策本部員及び市対策本部職員の

参集 

市対策本部担当者は、市対策本部員、

市対策本部職員等に対し、一斉参集シス

テム等の連絡網を活用し、市対策本部に

参集するよう連絡する。 

 

  ［削除］ 

 

 

 

 

 

 

  ④・⑤  ［略］ 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市対策本部の組

織構成及び機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 市対策本部の組織 

【市対策本部の組織構成及び各組織の機能】 

 表中 

事務局長 消防防災課長 

部 局 班 

総務企画部 

山形総合支

所 

総務課班、財政課班、政

策推進課班、まちづくり

振興課班、消防防災課

班、ふるさと振興課班 

市民生活部 

山形総合支

所 

市民課班、国保年金課

班、税務課班、収納対策

課班、住民生活課班 

健康福祉部 

社会福祉課班、保健推進

課班、介護支援課班、山

形福祉室班 

農林水産部 

山形総合支

所 

農政課班、林業水産課

班、産業建設課班 

産業振興部 

山形総合支

所 

商工観光課班、産業振興

課班、産業建設課班 

建 設 部 

山形総合支

土木課班、都市計画課

班、建築住宅課班、下水

(1) 市対策本部の組織 

【市対策本部の組織構成及び各組織の機能】 

 表中 

事務局長 防災危機管理課長 

部 局 班 

総務部 

山形総合支

所 

総務課班、財政課班、税

務課班、収納課班、防災

危機管理課班、ふるさと

振興課班 

総合政策部 

 

政策推進課班、地域づく

り振興課班、情報システ

ム課班、市民センター

班、 

生活福祉部 

山形総合支

所 

市民課班、生活環境課

班、保険推進課班、ワク

チン接種対策室班、地域

包括支援センター班、社

会福祉課班、子育て世代

包括支援センター班、山

形福祉室班、ふるさと振

興課班 

産業経済部 

山形総合支

農政課班、林業水産課

班、商工観光課班、産業
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所 道課班、水道事業所班、

産業建設課班 

出 納 部 会計課班 

教 育 部 

総務学事課班、学校指導

課班、学校給食センター

班、社会文化課班、社会

体育課班、教育振興室班 

協 力 部 

議会事務局班、監査委員

事務局班、農業委員会事

務局班 

 

 

 

 

 

 

 

所 建設課班 

企業立地港

湾部 

企業立地課班、港湾エネ

ルギー推進課班 

建 設 部 

山形総合支

所 

建設企画課班、建設設備

課班、道路河川維持課

班、産業建設課班 

会 計 部 会計課班 

上下水道部 経営企画課班、上下水道

整備課班 

教 育 部 

教育総務課班、学校教育

課班、学校給食センター

班、生涯学習課班、文化

課班、山形教育室班、学

校建設推進室班 

協 力 部 

議会事務局班、監査委員

事務局班、農業委員会事

務局班 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

36-41 3 1 ２ 市対策本部の組

織構成及び機能 

【市対策本部長、市対策副本部長及び市対

策本部員の代替職員】 

名 称 

代替職

員（第 1

順位） 

代替職

員（第 2

順位） 

代替職

員（第 3

順位） 

市対策

本部長

（市長） 

副市長 副市長 
総 務 企

画部長 

市対策

本部副

本部長

（副市

長） 

副市長 
総 務 企

画部長 

総 務 課

長 

市対策

本部員

（部等

の長） 

部局内

主管課

長 

部 局 内

課長 

 

 

【市の各部課室における武力攻撃事態にお

ける業務】 

部局名 班 名 武力攻撃事態等にお

ける業務 

総務企 総務 課 １．国民保護対策本部

【市対策本部長、市対策副本部長及び市対

策本部員の代替職員】 

名 称 

代替職

員（第 1

順位） 

代替職

員（第 2

順位） 

代替職

員（第 3

順位） 

市対策

本部長

（市長） 

副市長 
総 務 部

長 

総 合 政

策部長 

市対策

本部副

本部長

（副市

長） 

副市長 
総 合 政

策部長 

生 活 福

祉部長 

市対策

本部員

（部等

の長） 

部局内

主管課

長 

部 局 内

課長 

 

 

【市の各部課室における武力攻撃事態にお

ける業務】 

部局名 班 名 武力攻撃事態等にお

ける業務 

総務部 総務 課 １．国民保護対策本部
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画部 

山形総

合支所 

班 

ふるさ

と振興

課班 

員会議の庶務に関

すること。 

２．各部が実施する国

民保護措置の総合

調整に関すること。 

３．市国民保護対策本

部の設置・運営に関

すること。 

４．報道対応に関する

こと。 

５．本部長及び副本部

長の補佐に関する

こと。 

６．防災行政無線局の

管理及び運用に関

すること。 

７．外国人への警報内

容等の周知に関す

ること。 

８．交戦国出身者、観

光客等の保護に関

すること。 

９．安否情報の収集・

確認に関すること。 

山形総

合支所 

班 

ふるさ

と振興

課班 

員会議の庶務に関

すること。 

２．各部が実施する国

民保護措置の総合

調整に関すること。 

３．市国民保護対策本

部の設置・運営に関

すること。 

４．報道対応に関する

こと。 

５．放送事業者に対す

る放送要請及び新

聞事業者に対する

報道要請に関する

こと。 

６．本部長及び副本部

長の補佐に関する

こと。 

７．防災行政無線局の

管理及び運用に関

すること。 

８．外国人への警報内

容等の周知に関す

ること。 
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10．その他、他部に属

さない事項に関す

ること。 

財政課

班 

１．市有財産等の貸付

及び使用に関する

こと。 

２．国民保護措置の予

算に関すること。３．

車両の確保及び配車

に関すること。 

４．緊急通行車両の確

保に関すること。 

５．避難住民、物資の

輸送に関すること。 

６．生活関連物資等の

調達に関すること。 

７．本部の電話交換に

関すること。 

政策推

進課班 

１．通信機関との連絡

調整及び通信情報

に関すること。 

２．電力及び燃料等の

エネルギー供給機

関との連絡調整に

９．交戦国出身者、観

光客等の保護に関

すること。 

10．安否情報の収集・

確認に関すること。 

11．その他、他部に属

さない事項に関す

ること。 

財政課

班 

１．市有財産等の貸付

及び使用に関する

こと。 

２．国民保護措置の予

算に関すること。３．

車両の確保及び配車

に関すること。 

４．緊急通行車両の確

保に関すること。 

５．避難住民、物資の

輸送に関すること。 

６．衣料品、医療資機

材等及び生活関連

物資等の調達に関

すること。 

７．本部の電話交換に
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関すること。 

３．部内他班に対する

応援に関すること。 

まちづ

くり振

興課班 

１．ボランティア及び

応援者の受入れ及

び配置に関するこ

と。 

２．国民保護の広報に

関すること。 

３．国民保護措置の撮

影記録に関するこ

と。 

４．輸送機関との連絡

調整に関すること。 

消防防

災課班 

１．市国民保護対策本

部の庶務に関する

こと。 

２．本部員会議の総括

に関すること。 

３．避難実施要領の策

定に関すること。 

４．国民保護に係る備

蓄・訓練等に関する

こと。 

関すること。 

税務 課

班 

収納課

班 

１．市税の減免及び徴

収猶予に関するこ

と。 

２．住家等の被害調査

に関すること。 

３．部内他班に対する

応援に関すること。 

防災危

機管理

課班 

１．市国民保護対策本

部の庶務に関する

こと。 

２．本部員会議の総括

に関すること。 

３．避難実施要領の策

定に関すること。 

４．国民保護に係る備

蓄・訓練等に関する

こと。 

５．避難施設の指定に

関すること。 

６．国民保護に関する

情報収集の総括

及び伝達に関す

ること。 
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５．避難施設の指定に

関すること。 

６．国民保護に関する

情報収集の総括及

び伝達に関するこ

と。 

７．緊急事態連絡室に

関すること。 

８．市国民保護協議会

に関すること。 

９．自衛隊に対する派

遣要請に関するこ

と。 

10．非常通信に関する

こと。 

11．消防及び水防活動

に関すること。 

12．消防団の動員に関

すること。 

13．行方不明者の捜索

に関すること。 

14．被害者の救助・救

出に関すること。 

15．警戒区域の設定に

７．緊急事態連絡室に

関すること。 

８．市国民保護協議会

に関すること。 

９．自衛隊に対する派

遣要請に関するこ

と。 

10．防災航空隊に対す

る派遣要請に関す

ること。 

11．緊急消防援助隊及

び県内消防広域応

援要請に係る連絡

調整に関すること。 

12．非常通信に関する

こと。 

13．消防及び水防活動

に関すること。 

14．消防団の動員に関

すること。 

15．行方不明者の捜索

に関すること。 

16．被害者の救助・救

出に関すること。 
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関すること。 

16．自主防災組織等の

連絡調整及び支援

に関すること。 

17．臨時ヘリポートの

設置及び運営に関

すること。 

市民生

活部 

山形総

合支所 

市民 課

班 

住民生

活課班 

１．衛生施設等の被害

調査に関すること。 

２．収容避難所の設置

及び運営の総括に

関すること。 

３．被災地の清掃及び

廃棄物の処理に関

すること。 

４．寝具、トイレット

ペーパー等生活必

需品の受給に係る

連絡調達に関する

こと。 

５．廃棄物収集運搬用

資機材及びし尿処

理用資機材の調達

に関すること。 

17．警戒区域の設定に

関すること。 

18．自主防災組織等の

連絡調整及び支援

に関すること。 

19．臨時ヘリポートの

設置及び運営に関す

ること。 

総合政

策部 

政策推

進課班 

１．関係省庁に対する

周知に関すること。 

２．部内他班に対する

応援に関すること。 

地域づ

くり振

興課班 

１．ボランティア及び

応援者の受入 

れ及び配置に関す

ること。 

２．国民保護の広報に

関すること。 

３．国民保護措置の撮

影記録に関するこ

と。 

４．運送・輸送事業者

との連絡調整に関

すること。 
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６．廃棄物処理施設な

どへの対策に関す

ること。 

７．被災地における物

価の安定に関する

こと。 

８．食品の需給に係る

連絡調整に関する

こと。 

９．庁内放送に関する

こと。 

10．安否情報の照合に

関すること。 

11．部内各班の連絡調

整に関すること。 

国保年

金課班 

部内他班に対する応

援に関すること。 

税務 課

班 

収納対

策課班 

１．市税の減免及び徴

収猶予に関するこ

と。 

２．住家等の被害調査

に関すること。 

３．部内他班に対する

応援に関すること。 

情報シ

ステム

課班 

１．通信機関との連絡

調整に関すること

（非常通信に関す

ることを除く。）。 

２．電力及び燃料等の

エネルギー供給機

関との連絡調整に

関すること。 

３．通信機関との連絡

調整及び通信情報

に関すること。 

４．電力及び燃料等の

エネルギー供給機

関との連絡調整に

関すること。 

市民セ

ンター

班 

１．収容避難所の設置

及び運営の総括に

関すること。（所管

する施設に開設す

るものに限る。） 

生活福

祉部 

山形総

合支所 

市民 課

班 

ふるさ

と振興

１．自主避難者情報に

関すること。 

２．収容避難所の設置

及び運営の総括に
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健康福

祉部 

社会 福

祉課班 

山形福

祉室班 

１．避難住民等に対す

る救援の総括に関

すること。 

２．社会福祉施設入所

者の人数把握、避難

に関すること。 

３．社会福祉協議会及

び日本赤十字社と

の連絡、調整に関す

ること。 

４．赤十字標章の交付

等に関すること。 

５．遺体の埋・火葬に

関すること。 

６．遺体収容施設の開

設及び遺体の名簿

作成に関すること。 

７．生活必需品の調整

及び供給に関する

こと。 

８．ボランティア活動

に関すること。 

９．り災者の生活相談

に関すること。 

課班 関すること。 

３．寝具、トイレット

ペーパー等生活必

需品の需給に係る

連絡調達に関する

こと。 

４．被災地における物

価の安定に関する

こと。 

５．食品の需給に係る

連絡調整に関する

こと。 

６．庁内放送に関する

こと。 

７．安否情報の照合に

関すること。 

８．部内各班の連絡調

整に関すること。 

生活環

境課班 

１．衛生施設等の被害

調査に関すること。 

２．被災地の清掃及び

廃棄物の処理に関

すること。 

３．廃棄物収集運搬用
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10．災害時要援護者対

策に関すること。 

11．部内各班の連絡調

整に関すること。 

保健推

進課班 

１．人的被害の調査に

関すること。 

２．医療施設等の被害

調査に関すること。 

３．医薬品及び医療資

機材の確保に関す

ること。 

４．医療救護班の編成

及び活動に関する

こと。 

５．医療及び保健衛生

に関すること。 

６．救護所に関するこ

と。 

７．医師会との連絡調

整に関すること。 

８．遺体の検案及び処

理に関すること。 

介護支

援課班 

１．避難先住民の健康

状態の把握と報告

資機材及びし尿処

理用資機材の調達

に関すること。 

４．廃棄物処理施設な

どへの対策に関す

ること。 

５．り災者の生活相談

に関すること。 

６．県が実施する空間

線量率の測定に関す

ること。 

保健推

進課班 

山形福

祉室班 

１．人的被害の調査に

関すること。 

２．医療施設等の被害

調査に関すること。 

３．医薬品及び医療資

機材の確保に関す

ること。 

４．医療救護班の編成

及び活動に関する

こと。 

５．医療及び保健衛生

に関すること。 

６．救護所に関するこ
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に関すること。 

２．災害時要援護者対

策に関すること。 

３．部内他班に対する

応援に関すること。 

農林水

産部 

山形総

合支所 

農政 課

班 

産業建

設課班 

１．農業関係の応急対

策用資機材の確保

に関すること。 

２．家畜等の輸送、診

療、防疫及び応急対

策に関すること。 

３．被災農家等に対す

る融資等の援助に

関すること。 

林業 水

産課 

産業建

設課班 

１．林業関係の応急対

策用資機材の確保

に関すること。 

２．水産・漁港関係の

応急対策用資機材

の確保に関するこ

と。 

３．被災農家等に対す

る融資等の援助に

関すること。 

と。 

７．医師会との連絡調

整に関すること。 

８．遺体の検案及び処

理に関すること。 

９．感染予防措置に関

すること。 

社会 福

祉課班 

山形福

祉室班 

１．避難住民等に対す

る救援の総括に関

すること。 

２．社会福祉施設の被

害情報及び入所者

の人数把握、避難に

関すること。 

３．社会福祉協議会及

び日本赤十字社と

の連絡、調整に関す

ること。 

４．赤十字標章の交付

等に関すること。 

５．遺体の埋・火葬に

関すること。 

６．遺体収容施設の開

設及び遺体の名簿
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４．被災漁家等に対す

る融資等の援助に

関すること。 

産業振

興部 

山形総

合支所 

商工 観

光課班 

産業建

設課班 

１．観光客、宿泊者等

の動向把握、避難及

び救援に関するこ

と。 

２．被災商工業者に対

する融資等の援助

に関すること。 

３．商工観光施設の被

害調査に関するこ

と。 

４．部内各班の連絡調

整に関すること。 

産業振

興課班 

１．被災者の雇用対策

及び就業支援 

２．部内他班に対する

応援に関すること。 

建設部 

山形総

合支所 

土木 課

班 

産業建

設課班 

１．道路・河川・橋梁

の被害調査及び応

急対策に関するこ

と。 

２．土木関係の応急対

作成に関すること。 

７．生活必需品の調整

及び供給に関する

こと。 

８．ボランティア活動

に関すること。 

９．要配慮者等対策に

関すること。 

10．部内各班の連絡調

整に関すること。 

地域包

括支援

センタ

ー班 

 

１．避難先住民の健康

状態の把握と報告

に関すること。 

２．要配慮者等対策に

関すること。 

３．部内他班に対する

応援に関すること。 

ワクチ

ン接種

対策室

班 

子育て

世代包

括支援

１．部内他班に対する

応援に関すること。 



39 

 

策用資機材の確保

に関すること。 

３．道路交通規制及び

道路情報に関する

こと。 

４．障害物の除去に関

すること。 

５．部内各班の連絡調

整に関すること。 

都市計

画課班 

１．都市施設（下水道

施設を除く。）の被

害調査及び応急対

策に関すること。 

２．被災宅地の危険度

判定に関すること。 

３．部内他班に関する

こと。 

建築住

宅課班 

１．市営住宅の被害調

査及び応急対策に

関すること。 

２．仮設住宅の供給手

配及び建設に関す

ること。 

３．被災建物の危険度

センタ

ー班 

産業経

済部 

山形総

合支所 

農政 課

班 

産業建

設課班 

１．農業関係の応急対

策用資機材の確保

に関すること。 

２．家畜等の輸送、診

療、防疫及び応急対

策に関すること。 

３．被災農家等に対す

る融資等の援助に

関すること。 

林業 水

産課班 

産業建

設課班 

１．林業関係の応急対

策用資機材の確保

に関すること。 

２．水産・漁港関係の

応急対策用資機材

の確保に関するこ

と。 

３．被災農家等に対す

る融資等の援助に

関すること。 
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判定に関すること。 

４．応急対策用資機材

の確保に関するこ

と。 

下水道

課班 

１．下水道施設の被害

調査及び応急対策

に関すること。 

２．部内他班に対する

応援に関すること。 

水道 事

業所班 

産業建

設課 

１．水道施設の被害調

査及び応急対策に

関すること。 

２．飲料水の確保に関

すること。 

３．被災地域、避難所

への応急給水に関

すること。 

４．断水地域の情報収

集及び報告に関す

ること。 

５．水道関係の応急対

策用資機材の確保

に関すること。 

出納部 会計課 １．応急対策に関する

４．被災漁家等に対す

る融資等の援助に

関すること。 

商工 観

光課班 

産業 建

設課班 

１．観光客、宿泊者等

の動向把握、避難及

び救援に関するこ

と。 

２．被災商工業者に対

する融資等の援助

に関すること。 

３．商工観光施設及び

危険物施設の被害

調査に関すること。 

４．部内各班の連絡調

整に関すること。 

広域 道

の駅 整

備推 進

室班 

１．部内他班に対する

応援に関すること。 

企業立

地港湾

部 

 

企業立

地課班 

１．応援対策要員の確

保に関すること。 

港湾エ

ネルギ

ー推進

１．運送事業所等に対

する海上輸送に関

すること。 
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班 経費の経理に関す

ること。 

２．歳計現金の管理に

関すること。 

３．災害関係費支出の

審査及び支払いに

関すること。 

教育部 総務学

事課班 

１．学校施設の被害調

査及び応急対策に

関すること。 

２．部内各班の連絡調

整に関すること。 

学校 指

導課班 

教育振

興室班 

１．児童・生徒の安否

情報の収集に関す

ること。 

２．被害児童・生徒、

被害教職員の応急

対策に関すること。 

３．教員による避難支

援に関すること。 

４．避難所の設置及び

運営に関すること。 

学校給

食セン

１．炊き出しに関する

こと。 

課班 

 

２．部内他班に対する

応援に関すること。 

建設部 

山形総

合支所 

建設 企

画課班 

 

１．市営住宅の被害調

査及び応急対策に

関すること。 

２．仮設住宅の供給手

配及び建設に関する

こと。 

３．被災建物の危険度

判定に関すること。 

４．住宅関係の応急対

策用資機材の確保に

関すること。 

５．部内各班の連絡調

整に関すること。 

建設整

備課班 

道路河

川維持

課班 

産業建

設課班 

１．道路・河川・橋梁

の被害調査及び応

急対策に関するこ

と。 

２．公園施設の被害調

査及び仮復旧に関

すること。 

３．土木関係の応急対

策用資機材の確保
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ター班 ２．学校給食の応急対

策に関すること。 

社会文

化課班 

１．社会教育施設の被

害調査及び応急対

策に関すること。 

２．避難所の設置及び

運営に関するこ 

と。（所管する社会

教育施設に開設

す 

るものに限る。） 

３．文化財の保護及び

被害調査に関する

こと。 

社会体

育課班 

１．体育施設の被害調

査及び応急対策に

関すること。 

２．避難所の設置及び

運営に関するこ

と。（所管する体

育施設に開設す

るものに限る。） 

協力部 議会 事

務局班 

１．他部への協力に関

すること。 

に関すること。 

４．道路交通規制及び

道路情報に関するこ

と。 

５．障害物の除去に関

すること。 

６．部内各班に対する

応援に関すること。 

上下水

道部 

経営 企

画課班 

１．飲料水の確保に関

すること。 

２．被災地域、避難所

への応急給水に関

すること。 

３．水道の使用に係る

広報に関すること。 

上下 水

道整 備

課班 

産業 建

設課班 

１．水道施設の被害調

査及び応急対策に

関すること。 

２． 水源の確保に関

すること。 

３．下水道施設の被害

調査及び応急対策

に関すること。 
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監査 委

員事 務

局班 

農業委

員事務

局班 
 

４．断水地域の情報収

集及び報告に関す

ること。 

５．水道関係の応急対

策用資機材の確保

に関すること。 

会計部 会計課

班 

１．応急対策に関する

経費の経理に関す

ること。 

２．歳計現金の管理に

関すること。 

３．災害関係費支出の

審査及び支払いに

関すること。 

教育部 教育総

務課班 

１．学校施設の被害調

査及び応急対策に

関すること。 

２．部内各班の連絡調

整に関すること。 

学校 教

育課班 

山形教

育室班 

１．児童・生徒の安否

情報の収集に関す

ること。 

２．被害児童・生徒、

被害教職員の応急
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対策に関すること。 

３．教員による避難支

援に関すること。 

４．避難所の設置及び

運営に関すること。

（所管する小・中学

校施設に開設する

ものに限る。） 

学校給

食セン

ター班 

１．炊き出しに関する

こと。 

２．学校給食の応急対

策に関することと。 

文化課

班 

山形教

育室班 

１．文化財の保護及び

被害調査に関する

こと。 

生涯学

習課班 

１．体育施設の被害調

査及び応急対策に

関すること。 

２．避難所の設置及び

運営に関するこ 

と。（所管する体育

施設に開設する

ものに限る。） 
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３．社会教育施設の被

害調査及び応急対

策に関すること。 

４．避難所の設置及び

運営に関するこ 

と。（所管する社会

教育施設に開設

す る も の に 限

る。） 

協力部 議会 事

務局班 

監査 委

員事 務

局班 

農業委

員事務

局班 

１．他部への協力に関

すること。 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

44 

 

 

 

 

 

44 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

 

 

1 

２ 市対策本部の組

織構成及び機能 

 

 

 

 

３ 市対策本部長の

権限（法 29） 

 

(3)～ (6) ［略］ 

(7)  市対策本部において集約・整理すべ

き基礎的資料 

 ①～⑨  ［略］ 

⑩ 災害時要援護者の避難支援プラン 

 

(1)  ［略］ 

(2) 県対策本部長に対する総合調整の要

請（法 29⑥、⑦） 

[略] 

また、市対策本部長は、県対策本部長

に対して、国の対策本部長が指定行政機

関及び指定公共機関が実施する国民保護

措置に関する総合調整を行うよう要請す

ることをめる。 

この場合において、市対策本部長は、

総合調整を要請する理由、総合調整に関

係する機関等、要請の趣旨を明らかにす

る。 

 

(3)～ (6) ［略］ 

(7)  市対策本部において集約・整理すべ

き基礎的資料 

 ①～⑨  ［略］ 

⑩ 要配慮者等の避難支援プラン 

 

(1)  ［略］ 

(2) 県対策本部長に対する総合調整の要

請（法 29⑥、⑦） 

[略] 

また、市対策本部長は、県対策本部長

に対して、国の対策本部長が指定行政機

関及び指定公共機関が実施する国民保護

措置に関する総合調整を行うよう要請す

ることを求める。 

この場合において、市対策本部長は、

総合調整を要請する理由、総合調整に関

係する機関等、要請の趣旨を明らかにす

る。 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

45 3 1 ４ 通信の確保 

 

 (1) 情報通信手段の確保 

市は、携帯電話、衛星携帯電話、移動

系市防災行政無線等の移動系通信回線若

しくは、インターネット、ＬＧＷＡＮ（総

合行政ネットワーク）、同報系無線、地域

防災無線等の固定系通信回線の利用又は

臨時回線の設定等により、市対策本部と

市現地対策本部、現地調整所、要避難地

域、避難先地域等との間で国民保護措置

の実施に必要な情報通信手段を確保す

る。 

 

(2)～(3)  ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 情報通信手段の確保 

市は、携帯電話、衛星携帯電話等の移

動系通信回線若しくは、インターネット、

ＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワーク）、同

報系無線、地域防災無線等の固定系通信

回線の利用又は臨時回線の設定等によ

り、市対策本部と市現地対策本部、現地

調整所、要避難地域、避難先地域等との

間で国民保護措置の実施に必要な情報通

信手段を確保する。               

 

(2)～(3)  ［略］ 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

46 3 2 ２ 国・県との連携 

 

 (1)  ［略］ 

(2) 国・県の現地対策本部との連携 

市は、国・県の現地対策本部が設置さ

れた場合は、連絡員を派遣すること等に

より、当該本部と緊密な連携を図る。ま

た、運営が効率的であると判断される場

合には、必要に応じて、国・県と調整の

うえ、共同で現地対策本部を設置し、適

宜情報交換等を行うとともに、共同で現

地対策本部の運用を行う。 

 

 

 

 

 

 

(3)～(5) ［略］ 

 

 

 (1)  ［略］ 

(2) 国・県の現地対策本部との連携 

市は、国・県の現地対策本部が設置さ

れた場合は、連絡員を派遣すること等に

より、当該本部と緊密な連携を図る。ま

た、運営が効率的であると判断される場

合には、必要に応じて、国・県と調整の

うえ、共同で現地対策本部を設置し、適

宜情報交換等を行うとともに、共同で現

地対策本部の運用を行う。 

また、国の現地対策本部長が武力攻撃

事態等合同対策協議会を開催する場合に

は、当該協議会に参加し、国民保護措置

に関する情報の交換や相互協力に努め

る。 

                      

(3)～(5) ［略］ 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

７ 自主防災組織等

に対する支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 住民への協力要

請 

 

 

(1)  ［略］ 

(2) ボランティア活動への支援等 

[略] 

なお、ボランティアの活動への支援に

関し、本計画に定めのないものについて

は、久慈市地域防災計画第３章 11節「ボ

ランティア活動計画」の例によるところ

とする。 

 

(3)  ［略］ 

 

(1)～(3)  ［略］ 

(4) [略] 

 

 【必要な援助の例】 

  ① 健康診断の実施 

  ② 感染症の動向調査の実施 

  ③ 水質の検査の実施 

  ④ 防疫活動の実施 

  ⑤ 被災者の健康維持活動の実施 

 

(1)  ［略］ 

(2) ボランティア活動への支援等 

[略] 

なお、ボランティアの活動への支援に

関し、本計画に定めのないものについて

は、久慈市地域防災計画第３章 11節「防

災ボランティア活動計画」の例によると

ころとする。                                             

 

(3)  ［略］ 

 

(1)～(3)  ［略］ 

(4) [略] 

 

 【必要な援助の例】 

  ① 健康診断の実施 

  ② 感染症の動向調査の実施 

  ③ 水質の検査の実施 

  ④ 感染症予防活動の実施 

  ⑤ 被災者の健康維持活動の実施 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

52 

 

 

 

 

 

 

 

53-54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 武力攻撃事態等

における警報の伝達

等（法 47） 

 

 

 

 

 

２ 警報伝達の方法

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 警報の伝達 

[略] 

なお、警報の伝達に関し、本計画に定め

のないものについては、久慈市地域防災

計画第３章第２節「気象予警報等の伝達

計画」の例によるところとする。 

(2)  ［略］ 

 

(1)  警報の伝達方法（法 47②） 

警報の伝達方法については、当面の間

は、現在市が保有する伝達手段に基づき、

原則として以下の要領により行う。 

 

 

 

 

 

 ①・②  ［略］ 

 

【全国瞬時警報システム（J-ALERT）を用いた

場合の対応】 

弾道ミサイル攻撃のように対処に時間的余裕

がない事態については、全国瞬時警報システ

(1) 警報の伝達 

[略] 

なお、警報の伝達に関し、本計画に定め

のないものについては、久慈市地域防災

計画第３章第２節「気象予報・警報等の

伝達計画」の例によるところとする。                      

(2)  ［略］ 

 

(1)  警報の伝達方法（法 47②） 

警報の内容は、緊急情報ネットワーク

システム（Em-net）、全国瞬時警報システ

ム（J-ALERT）等を活用し、地方公共団体

に伝達される。市長は、全国瞬時警報シ

ステム（J-ALERT）と連携している情報伝

達手段等により、原則として以下の要領

により情報を伝達する。              

 

  ①・②  ［略］ 

 

※ 全国瞬時警報システム（J-ALERT）によ

って情報が伝達されなかった場合におい

ては、緊急情報ネットワークシステム

（Em-net）によって伝達された情報をホ
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ム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）が整備され、瞬時に国

から警報が送信されることとなった場合に

は、消防庁が定めた方法により防災行政無線

等を活用して迅速に住民へ警報を伝達する。 

(2) 警報伝達の体制整備 

[略] 

この場合において、消防本部は保有す

る車両・装備を有効に活用し、巡回等に

よる伝達を行うとともに、消防団は、平

時における地域との密接なつながりを活

かし、自主防災組織、自治会や災害時要

援護者等への個別の伝達を行うなど、そ

れぞれの特性を活かした効率的な伝達が

行われるように配意する。 

[略] 

(3) 災害時要援護者への伝達 

警報の伝達においては、特に、高齢者、

障害者、外国人等に対する伝達に配慮す

るものとし、具体的には、災害時要援護

者について、民生委員や社会福祉協議会、

国際交流協会等との協力体制を構築す

る、防災・福祉部局との連携のもとで避

難支援プランを活用するなど、災害時要

援護者に迅速に正しい情報が伝達され、

ームページ等に掲載する等により、周知

を図る。 

 

 

(2) 警報伝達の体制整備 

[略] 

この場合において、消防本部は保有す

る車両・装備を有効に活用し、巡回等に

よる伝達を行うとともに、消防団は、平

時における地域との密接なつながりを活

かし、自主防災組織、自治会や避難行動

要支援者等への個別の伝達を行うなど、

それぞれの特性を活かした効率的な伝達

が行われるように配意する。 

[略] 

(3) 避難行動要支援者への伝達 

警報の伝達においては、特に、高齢者、

障害者、外国人等に対する伝達に配慮す

るものとし、具体的には、避難行動要支

援者について、防災・福祉部局との連携

のもとで、避難行動要支援者名簿を活用

するなど、避難行動要支援者に迅速に正

しい情報が伝達され、避難などに備えら

れるような体制の整備に努める。 
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避難などに備えられるような体制の整備

に努める。 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

56 3 4 ２ 県の避難措置の

指示 

 

 (1)  ［略］ 

(2) 避難措置の指示に伴う知事の措置 

①・② ［略］ 

③ 通知を受けた場合（①又は②以外の

場合）警報の伝達の場合と同様、その

内容を関係機関に伝達 

 【避難の態様】 

  ア 屋内避難 

   イ 市町村内避難 

     当該市町村内の避難施設へ、徒歩

を原則として避難する。ただし、災

害時要援護者の避難に限りバスや自

家用車等を補完的に使用する。 

 ウ・エ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)  ［略］ 

(2) 避難措置の指示に伴う知事の措置 

①・② ［略］ 

③ 通知を受けた場合（①又は②以外の

場合）警報の伝達の場合と同様、その

内容を関係機関に伝達 

 【避難の態様】 

  ア 屋内避難 

   イ 市町村内避難 

     当該市町村内の避難施設へ、徒歩

を原則として避難する。ただし、要

配慮者等の避難に限りバスや自家用

車等を補完的に使用する。                                   

  ウ・エ ［略］ 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

57 3 4 ３ 県の避難の指示

及び市の対応 

 

 (1) 住民に対する避難の指示（法 54、55

関係） 

① ［略］ 

② 市町村長は、警報の伝達に準じ、各

世帯等に避難の指示の内容を伝達する

ことができるよう、体制の整備に努め

るものとし、災害時要援護者に対する

伝達にも配慮するものとする。 

また、県警察においても、警報の伝

達に準じ、市町村と協力して、避難の

指示の内容を的確かつ迅速に伝達す

る。 

 

(2)・(3)  ［略］ 

 (1) 住民に対する避難の指示（法 54、55

関係） 

① ［略］ 

② 市町村長は、警報の伝達に準じ、各

世帯等に避難の指示の内容を伝達する

ことができるよう、体制の整備に努め

るものとし、要配慮者等に対する伝達

にも配慮するものとする。 

また、県警察においても、警報の伝

達に準じ、市町村と協力して、避難の

指示の内容を的確かつ迅速に伝達す

る。 

                                              

(2)・(3)  ［略］ 

 



55 

 

 

頁 編 章 標 題 旧 新 

59 3 4 ４ 避難実施要領の

策定 

 

 (1) 避難実施要領の策定（法 61①） 

 【避難実施要領に定める事項（法定事項）】

（法 62②） ［略］ 

【避難実施要領の策定の留意点について】       

［略］ 

 【県計画における「市の計画作成の基準」

としての避難実施要領の項 

目】 

  ①～⑦ ［略］ 

  ⑧ 災害時要援護者への対応 

  ⑨～⑫  ［略］ 

(2) 避難実施要領の策定の際における考慮

事項 

避難実施要領の策定に際しては、以下

の点に考慮する。 

①～⑤ ［略］ 

⑥ 要援護者の避難方法の決定（避難支

援プラン、災害時要援護者支援班の設

置） 

⑦～⑩ 

 （１） 避難実施要領の策定（法６１１） 

 【避難実施要領に定める事項（法定事項）】

（法 62②） ［略］ 

【避難実施要領の策定の留意点について】       

［略］ 

 【県計画における「市の計画作成の基準」

としての避難実施要領の項 

目】 

  ①～⑦ ［略］ 

  ⑧ 要配慮者等への対応             

  ⑨～⑫  ［略］ 

(2) 避難実施要領の策定の際における考慮

事項 

避難実施要領の策定に際しては、以下の

点に考慮する。 

①～⑤ ［略］ 

⑥ 要支援者の避難方法の決定（避難行

動要支援者名簿、避難行動要支援者支

援班の設置）           

⑦～⑩               
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頁 編 章 標 題 旧 新 
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５ 避難に当たって

配慮すべき事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 避難住民の誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  ［略］ 

(2)   ［略］ 

【避難の指示の例】 

避難の指示 

１・２ ［略］ 

３ ＢＢ地区の住民については、市町村長

による誘導に従い、ＣＣ地区へ避難する

こと。 

  健常者は、徒歩や自転車等により自力

で避難することとし、災害時要援護者に

ついては、バス等により避難すること。 

 

(1)  ［略］ 

(2) 消防機関の活動 

消防本部及び消防署は、消火活動及び

救助・救急活動の状況を勘案しつつ、市

長の定める避難実施要領に基づき、要所

に消防車両等を配置し、車載の拡声器を

活用する等、効果的な誘導を実施すると

ともに、自力歩行困難な災害時要援護者

の人員輸送車両等による輸送を行う等、

保有する装備を有効活用した避難住民の

誘導を行う。 

(1)  ［略］ 

(2)   ［略］ 

【避難の指示の例】 

避難の指示 

１・２ ［略］ 

３ ＢＢ地区の住民については、市町村長

による誘導に従い、ＣＣ地区へ避難する

こと。 

  健常者は、徒歩や自転車等により自力

で避難することとし、要配慮者等につい

ては、バス等により避難すること。         

 

 (1)  ［略］ 

(2) 消防機関の活動 

消防本部及び消防署は、消火活動及び

救助・救急活動の状況を勘案しつつ、市

長の定める避難実施要領に基づき、要所

に消防車両等を配置し、車載の拡声器を

活用する等、効果的な誘導を実施すると

ともに、避難行動要支援者の人員輸送車

両等による輸送を行う等、保有する装備

を有効活用した避難住民の誘導を行う。 

消防団は、消火活動及び救助・救急活
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消防団は、消火活動及び救助・救急活

動について、消防本部又は消防署と連携

しつつ、自主防災組織、自治会等と連携

した避難住民の誘導を行うとともに、災

害時要援護者に関する情報の確認や要避

難地域内残留者の確認等を担当する等地

域とのつながりを活かした活動を行う。 

 

【消防事務を共同処理又は他の市に委託して

いる場合】 

  消防事務を共同処理又は他の市に委託し

ている市においては、当該消防機関は、当

該市の避難実施要領で定めるところによ

り、避難住民の誘導を行うこととされてい

る。この場合、市長は、久慈地区広域行政

事務組合の管理者等に対し、消防本部の消

防長等に対して必要な措置を講ずべきこと

を指示するよう求めるなど必要な連携を図

る。このため、平時において当該市の国民

保護計画や避難実施要領のパターンの作成

等に当たっては、当該消防機関やその管理

者等と十分な調整を行う。 

 

(3)～(6)  ［略］ 

動について、消防本部又は消防署と連携

しつつ、自主防災組織、自治会等と連携

した避難住民の誘導を行うとともに、避

難行動要支援者に関する情報の確認や要

避難地域内残留者の確認等を担当する等

地域とのつながりを活かした活動を行

う。 

 

［削除］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)～(6)  ［略］ 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

65 3 4 ６ 避難住民の誘導 

 

(7) 災害時要援護者への配慮 

市長は、高齢者、障害者等の避難を万

全に行うため、防災・福祉部局を中心と

した横断的な「災害時要援護者支援班」

を迅速に設置し、社会福祉協議会、民生

委員、介護保険制度関係者、障害者団体

等と協力して、災害時要援護者への連絡、

輸送手段の確保を的確に行うものとする

（また、自然災害時への対応として「避

難支援プラン」を策定している場合には、

当該プランに沿って対応を行う。その際、

民生委員や社会福祉協議会との十分な協

議のうえ、その役割を考える必要があ

る。）。 

[略] 

 

(7) 要配慮者等への配慮 

市長は、高齢者、障害者等の避難を万

全に行うため、避難行動要支援者支援班

を迅速に設置し、社会福祉協議会、民生

委員、介護保険制度関係者、障がい者団

体等と協力して、「避難行動要支援者名

簿」を活用しながら避難行動要支援者へ

の連絡、輸送手段の確保を的確に行うも

のとする（その際、民生委員や社会福祉

協議会との十分な協議のうえ、その役割

を考える必要がある）。 

 

 

[略] 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

65 3 4 ６ 避難住民の誘導 

 

【災害時要援護者の避難支援プランについ

て】 

武力攻撃やテロ発生時においても、避難

誘導に当たっては、自然災害時と同様、高

齢者、障害者等の災害時要護者への配慮が

重要であるが、平時において、自然災害時

における取組として行われる災害時要援護

者の避難支援プランを活用することが重要

である（「災害時要援護者の避難支援ガイド

ライン」（平成１７年３月）参照）。 

避難支援プランは、災害時要援護者の避

難を円滑に行えるよう、「要援護者支援に係

る全体的な考え方」と「要援護者一人一人

に対する個別計画」で構成される。 

災害時要援護者一人一人の避難支援プラ

ンを実施するためには、災害時要援護者情

報の把握・共有が不可欠であるが、その方

法としては、①同意方式、②手あげ方式、

③共有情報方式の３つの方法があり、これ

らにより取得した情報をもとに一定の条件

や考え方に基づき、支援すべき災害時要援

護者を特定し、福祉関係部局と防災関係部

局が連携のもとで、災害時要援護者各個々

【避難行動要支援者名簿について】 

武力攻撃やテロ発生時においても、避難

誘導に当たっては、自然災害時と同様、高

齢者、障害者等の避難行動要支援者への配

慮が重要であるが、平時において、自然災

害時における取組として行われる避難行動

要支援者名簿を活用することが重要である

（「避難行動要支援者の避難行動支援に関

する取組指針」（平成 25年 8 月）参照）。 

避難行動要支援者名簿は、災害対策基本

法第 49 条の 10 において作成を義務づけら

れており、避難行動要支援者の氏名や生年

月日、住所、避難支援等を必要とする事由

等を記載又は記録するものとされている。 

また、災害発生時に避難行動要支援者の

円滑かつ迅速な避難支援等の実施に結び付

くため、市は避難行動要支援者の名簿情報

について、地域防災計画の定めるところに

より、あらかじめ避難支援等の実施に必要

な限度で、避難支援等の実施に携わる関係

者（避難支援等関係者）に提供することが

求められている。 
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人の避難支援プランを策定することとなる

（家族構成や肢体不自由の状況、避難支援

者や担当している介護保険事業者名などを

記載）。 

(8)～(13)  ［略］ 

 

 

 

 

(8)～(13)  ［略］ 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

67 3 5 ２ 救援の内容 

 

 (1) 救援の基準等 

市長は、知事から事務の委任を受けた

場合は、「武力攻撃事態等における国民

の保護のための措置に関する法律によ

る救援の程度及び方法の基準」（平成１

６年厚生労働省告示第３４３号。以下

「救援の程度及び基準」という。）及び

県国民保護計画の内容に基づき救援の

措置を行う。 

市長は、「救援の程度及び基準」によ

っては救援の適切な実施が困難である

と判断する場合には、知事に対し、厚生

労働大臣に特別な基準の設定について

の意見を申し出るよう要請する。 

市長は、知事から委任を受けた救援の

実施に際しては、それぞれ次の点に留意

して行う。 

 

① 収容施設（応急仮設住宅を含む）の

供与 

   ア・イ ［略］ 

 

 (1) 救援の基準等 

市長は、知事から事務の委任を受けた

場合は、「武力攻撃事態等における国民

の保護のための措置に関する法律によ

る救援の程度及び方法の基準」（平成 25

年内閣府告示第 229 号。以下「救援の程

度及び基準」という。）及び県国民保護

計画の内容に基づき救援の措置を行う。 

市長は、「救援の程度及び基準」によ

っては救援の適切な実施が困難である

と判断する場合には、知事に対し、内閣

総理大臣に特別な基準の設定について

の意見を申し出るよう要請する。 

市長は、知事から委任を受けた救援の

実施に際しては、それぞれ次の点に留意

して行う。 

 

 

① 収容施設（応急仮設住宅を含む）の

供与 

   ア・イ ［略］ 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

68 3 5 ２ 救援の内容 

 

（留意点） 

  ○  ［略］ 

  ○災害時要援護者に対する福祉避難所の

把握と供与 

○老人居宅介護等事業等を利用しやすい

構造及び設備を有し、災害時要援護者を

収容する長期避難住宅等の供与 

  ○  ［略］ 

○避難所の設置、管理・運営に関し、本

計画に定めのないものについては、久慈

市地域防災計画第 3章 13節「避難・救出

計画」の例によるところとする。 

  ○  ［略］ 

 

② 食品・飲料水及び生活必需品等の給

与又は貸与 

   ア～ウ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

（留意点） 

  ○  ［略］ 

  ○要配慮者等に対する福祉避難所の把握

と供与 

○老人居宅介護等事業等を利用しやすい

構造及び設備を有し、要配慮者等を収容

する長期避難住宅等の供与 

  ○  ［略］ 

○避難所の設置、管理・運営に関し、本

計画に定めのないものについては、久慈

市地域防災計画第 3章第 14 節「避難・救

出計画」の例によるところとする。 

○  ［略］ 

 

② 食品・飲料水及び生活必需品等の給

与又は貸与 

   ア～ウ ［略］ 
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69 
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２ 救援の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（留意点） 

  ○  ［略］ 

○炊き出し等、食品の給与に関し、本計

画に定めのないものについては、久慈市

地域防災計画第 3 章第１６節「食料供給

計画」の例によるところとする。 

○飲料水の供給に関し、本計画に定めの

ないものについては、久慈市地域防災計

画第３章第１７節「給水計画」の例によ

るところとする。 

○被服、寝具、その他生活必需品の給与

又は貸与に関し、本計画に定めのないも

のについては、久慈市地域防災計画第 3

章第１５節「生活必需品供給計画」の例

によるところとする。 

③ 医療の提供及び助産 

   ア 医療の提供 

 [略] 

     医療の提供は医療班において行う

が、急迫した事情があり、やむを得

ない場合は、病院若しくは診療所又

は施術所において医療（施術者が行

うことができる範囲の施術を含む。）

（留意点） 

  ○  ［略］ 

○炊き出し等、食品の給与に関し、本計

画に定めのないものについては、久慈市

地域防災計画第 3章第 16節「食料・生活

必需品等供給計画」の例によるところと

する。 

○飲料水の供給に関し、本計画に定めの

ないものについては、久慈市地域防災計

画第３章第 17節「給水計画」の例による

ところとする。 

○被服、寝具、その他生活必需品の給与

又は貸与に関し、本計画に定めのないも

のについては、久慈市地域防災計画第 3

章第 16 節「食料・生活必需品等供給計画」

の例によるところとする。 

③ 医療の提供及び助産 

   ア 医療の提供 

     [略] 

     医療の提供は医療救護班において

行うが、急迫した事情があり、やむ

を得ない場合は、病院若しくは診療

所又は施術所において医療（施術者
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２ 救援の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を行うことができる。 

 ａ～e ［略］ 

   イ ［略］ 

 

（留意点） 

   ○  ［略］ 

   ○医療班の編成、派遣及び活動に関す

る情報の収集 

   ○  ［略］ 

   ○公的医療機関及び民間医療機関に対

する医療班の派遣の依頼 

   ○医療及び助産に関し、本計画に定め

のないものについては、久慈市地域

防災計画第３章第１４節「医療・保

健計画」の例によるところとする。 

④ ［略］ 

 

  （留意点） 

   ○  ［略］ 

○被災者の救出に関し、本計画に定め

のないものについては、久慈市地域防

災計画第３章第 14節「避難・救出計画」

の例によるところとする。 

   ○行方不明の捜索に関し、本計画に定

が行うことができる範囲の施術を含

む。）を行うことができる。       

 ａ～e ［略］ 

   イ ［略］                 

（留意点） 

   ○  ［略］ 

   ○医療救護班の編成、派遣及び活動に

関する情報の収集 

   ○  ［略］ 

   ○公的医療機関及び民間医療機関に対

する医療救護班の派遣の依頼 

   ○医療及び助産に関し、本計画に定め

のないものについては、久慈市地域

防災計画第３章第 14 節「医療・保健

計画」の例によるところとする。 

④ ［略］ 

 

  （留意点） 

   ○  ［略］ 

○被災者の救出に関し、本計画に定め

のないものについては、久慈市地域防

災計画第３章第 14節「避難・救出計画」

の例によるところとする。 

   ○行方不明の捜索に関し、本計画に定
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5 

 

 

 

 

 

 

 

２ 救援の内容 

 

 

めのないものについては、久慈市地

域防災計画第３章第２１節「行方不

明者等の捜索及び遺体の処理・埋葬

計画」の例によるところとする。 

 

⑤～⑧ ［略］ 

 

⑨ 死体の捜索及び処理 

  ア  ［略］ 

   イ 死体の処理 

     武力攻撃災害の際死亡した者につ

いて、以下の範囲内において死体に

関する処理（埋葬を除く。）を行うも

のである。 

    ａ 死体の洗浄、縫合、消毒等の処 

    置 

    ｂ 死体の一時保存 

    ｃ 検案（検案は原則として医療班 

において行う） 

 

めのないものについては、久慈市地

域防災計画第３章第 21節「行方不明

者等の捜索及び遺体の処理・埋葬計

画」の例によるところとする。 

                           

⑤～⑧ ［略］ 

 

⑨ 死体の捜索及び処理 

  ア  ［略］ 

   イ 死体の処理 

     武力攻撃災害の際死亡した者につ

いて、以下の範囲内において死体に

関する処理（埋葬を除く。）を行うも

のである。 

    ａ 死体の洗浄、縫合、消毒等の処 

    置 

    ｂ 死体の一時保存 

    ｃ 検案（検案は原則として医療救 

護班において行う） 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

80 3 6 ２ ＮＢＣ攻撃によ

る災害への対処 

(4) 汚染の拡大を防止するための措置 

市長又は関係消防組合の管理者は、知事

より汚染の拡大を防止するため協力の要

請があったときは、措置の実施に当たり、

県警察等、関係機関と調整しつつ、次の

表に掲げる権限を行使する。 

[表略] 

市長又は関係消防組合の管理者若しく

は長は、上記表中の第１号から第４号ま

でに掲げる権限を行使するときは、当該

措置の名あて人に対し、次に掲げる事項

を通知する。 

[略] 

 

  ①～⑤  ［略］ 

(4) 汚染の拡大を防止するための措置 

市長又は久慈広域連合長は、知事より

汚染の拡大を防止するため協力の要請が

あったときは、措置の実施に当たり、県

警察等、関係機関と調整しつつ、次の表

に掲げる権限を行使する。 

[表略] 

市長又は久慈広域連合長は、上記表中

の第１号から第４号までに掲げる権限を

行使するときは、当該措置の名あて人に

対し、次に掲げる事項を通知する。 

 

[略] 

 

  ①～⑤  ［略］ 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

81 3 6 ３ 武力攻撃原子力

災害への対処 

 

 (1) 放射性物質等の放出又は放出のおそ

れに関する通報及び公示等（法105関係） 

① 市長は、放射性物質等の放出又は放

出のおそれに関する通報を原子力防災

管理者から受けたとき又は指定行政機

関の長若しくは知事から通知を受けた

ときは、あらかじめ定める連絡方法に

より、区域を所轄する消防機関に連絡

する。 

 

 

 

② 市長は、消防機関等からの連絡によ

り、放射性物質等の放出又は放出のお

それがあるとの情報を原子力事業者、

指定行政機関又は県より先に把握した

場合には、直ちに原子力事業者にその

内容を確認するとともに、その旨を指

定行政機関の長及び知事に通報する。 

 

 (1)  放射性物質等の放出又は放出のおそ

れに関する通報及び公示等（法105関係） 

① 市長は、放射性物質等の放出又は放

出のおそれに関する通報を原子力防災

管理者から受けたとき又は内閣総理大

臣及び原子力規制委員会（事業所外運

搬に起因する場合にあっては、内閣総

理大臣、原子力規制委員会及び国土交

通大臣。以下同じ。）若しくは知事から

通知を受けたときは、あらかじめ定め

る連絡方法により、区域を所轄する消

防機関に連絡する。                        

② 市長は、消防機関等からの連絡によ

り、放射性物質等の放出又は放出のおそ

れがあるとの情報を原子力事業者、内閣

総理大臣、原子力規制委員会又は県より

先に把握した場合には、直ちに原子力事

業者にその内容を確認するとともに、そ

の旨を内閣総理大臣及び原子力規制委

員会並びに知事に通報する。 
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81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 武力攻撃原子力

災害への対処 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③～④  ［略］ 

(2) 住民の避難誘導 

 ①  ［略］ 

② 市長は、原子力事業者からの通報内

容、モニタリング結果等を勘案し、事態

の状況により避難の指示を待ついとま

がない場合は、その判断により、地域の

住民に対し、退避の指示をし、その旨を

知事に通知する。 

 

 

【武力攻撃原子力災害時の避難等のため

の初期活動開始指標】 

予測線量（単位：ｍ

Sv） 

住民避難等の内容 

外部ひ

ばくに

よる実

効線量 

放射線ヨ

ウ素によ

る甲状腺

の等価線

量 

第１レベル 住民は、自宅等

の屋内に避難（退

避）すること。そ

５～１

０ 

５０～１

００ 

  ③～④  ［略］ 

(2) 住民の避難誘導 

 ①  ［略］ 

② 市長は、原子力事業者からの通報内

容、モニタリング結果等を勘案し、事態

の状況により避難の指示を待ついとま

がない場合は、防災基本計画（原子力災

害対策編）の例により、地域の住民に対

し、退避の指示をし、その旨を知事に通

知する。 

                          

［削除］ 
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の際、窓等は閉め、

気密性に配慮する

こと。 

第２レベル 住民は、コンク

リート建屋の屋内

に避難（退避）す

ること。その際、

窓等を閉め、気密

性に配慮するこ

と。 

１０～

５０ 

１００～

５００ 

第３レベル 住民は、予測線

量が第１レベルに

達していない場所

へ避難（退避）す

ること。 

５０以

上 

５００以

上 

 

(3)   ［略］ 

 

(4) 安定ヨウ素剤の配布 

   市長は、安定ヨウ素剤の予防服用に係

る防護対策の指標を超える放射性ヨウ素

の放出又はそのおそれがある場合には、

国の対策本部長による服用時機の指示に

基づき、県やその他の関係機関と協力し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)   ［略］ 

 

(4) 安定ヨウ素剤の配布 

   市長は、安定ヨウ素剤の予防服用に係

る防護対策の指標を超える放射性ヨウ素

の放出又はそのおそれがある場合には、

国の対策本部長による服用時機の指示に

基づき、県やその他の関係機関と協力し
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て住民に安定ヨウ素剤を配布し、服用を

指示するほか、事態の状況により、その

判断に基づき服用すべき時機の指示、そ

の他の必要な措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て住民に安定ヨウ素剤を配布し、服用を

指示するほか、安定ヨウ素剤の予防服用

の実施等については、防災基本計画（原

子力災害編）及び原子力災害対策指針の

定めの例により行うものとする。 
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84 

 

 

 

 

 

 

 

86 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

４ 応急措置等の実

施 

 

 

 

 

 

 

5 消防に関する措

置等 

 

(1)～(4)   ［略］ 

(5) 警戒区域の設定（法 114） 

[略]。 

なお、警戒区域の設定に関し、本計画

に定めのないものについては、久慈市地

域防災計画第３章第 13節「避難・救出計

画」の例によるところとする。 

 

(1)～(2)   ［略］ 

(3) [略] 

なお、応援協定等に関し、本計画に定め

のないものについては、久慈市地域防災計

画第３章第９節「相互応援協力」の例によ

るところとする。 

(1)～(4)   ［略］ 

(5) 警戒区域の設定（法 114） 

[略] 

なお、警戒区域の設定に関し、本計画

に定めのないものについては、久慈市地

域防災計画第３章第 14節「避難・救出計

画」の例によるところとする。 

 

(1)～(2)   ［略］ 

(3)  消防相互応援協定等に基づく応援要 

請 

市長は、当該市の区域内の消防力のみ

をもってしては対処できないと判断した

場合は、知事又は他の市長に対し、相互

応援協定等に基づく消防の応援要請を行

う。 

なお、応援協定等に関し、本計画に定

めのないものについては、久慈市地域防

災計画第３章第９節「県、市町村等応援

協力計画」の例によるところとする。 
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88 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 被災情報の収

集・提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 安否情報の収

集・提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)   ［略］ 

(2) 被災情報の収集及び報告（法 126①、

127①） 

①・②  ［略］ 

③ 市は、被災情報を収集した際には、

県及び消防庁に対し火災・災害等即報

要領（昭和５９年１０月１５日消防災

第２６７号消防庁長官通知）及び久慈

市地域防災計画第３章第４節「情報の

収集・伝達計画」に基づき、電子メー

ル、ＦＡＸ等により直ちに被災情報の

第一報を報告する。 

 

 (1) 安否情報の種類及び報告様式 

市は、避難住民及び武力攻撃災害によ

り死亡し又は負傷した住民の安否情報

に関して、武力攻撃事態等における安否

情報の収集及び報告の方法並びに安否

情報の照会及び回答の手続その他の必

要な事項を定める省令（以下「安否情報

省令」という。）第 1 条に規定する様式

第１号及び第2号の安否情報収集様式に

より収集する。また、収集した安否情報

 (1)   ［略］ 

(2) 被災情報の収集及び報告（法 126①、

127①） 

①・②  ［略］ 

③ 市は、被災情報を収集した際には、

県及び消防庁に対し火災・災害等即報

要領（昭和59年 10月 15日消防災第267

号消防庁長官通知）及び久慈市地域防

災計画第３章第４節「情報の収集・伝

達計画」に基づき、電子メール、ＦＡ

Ｘ等により直ちに被災情報の第一報を

報告する。 

 

 

 (1)  安否情報の種類及び報告様式 

市は、避難住民及び武力攻撃災害によ

り死亡し又は負傷した住民の安否情報

に関して、原則として、武力攻撃事態等

における安否情報の収集及び報告の方

法並びに安否情報の照会及び回答の手

続その他の必要な事項を定める省令（以

下「安否情報省令」という。）第 1 条に

規定する様式第１号及び第2号の安否情
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90 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

２ 安否情報の収

集・提供 

を安否情報省令第2条に規定する様式第

3 号の安否情報報告書の様式により、県

に報告する。 

 

 【収集・報告すべき情報】（令 23、24）  ［略］ 

(2)・(3)  ［略］ 

(4)  県に対する報告 

市は、県への報告に当たっては、原則

として、安否情報省令第２条に規定する

様式第３号に必要事項を記載した書面

（電磁的記録を含む。）を、電子メールで

県に送付する。 

ただし、事態が急迫してこれらの方法

によることができない場合は、口頭や電

話などでの報告を行う。 

報収集様式により収集し、安否情報シス

テムを用いて県に報告する。 

参 

  

【収集・報告すべき情報】（令 23、24）  ［略］ 

(2)・(3)  ［略］ 

(4)  県に対する報告 

市は、県への報告に当たっては、原則

として、安否情報システムを利用する。

システムが利用できない場合は、安否情

報省令第２条に規定する様式第３号に必

要事項を記載した書面（電磁的記録を含

む。）を、電子メールで県に送付する。 

ただし、事態が急迫してこれらの方法

によることができない場合は、口頭や電

話などでの報告を行う。 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

92 3 8 １ 保健衛生の確保 

 

(1) 保健衛生対策 

市は、避難先地域に対して、県と連携

し医師等、保健医療関係者による健康相

談、指導等を実施する。この場合におい

て、高齢者、障害者、その他特に配慮を

要する者の心身双方の健康状態には特

段の配慮を行う。 

なお、保健活動の実施に関し、本計画

に定めのないものについては、久慈市地

域防災計画第３章第１４章「医療・保健

計画」の例によるところとする。 

 

(2) 防疫対策 

市は、避難住民等が生活環境の悪化、

病原体に対する抵抗力の低下による感染

症等の発生を防ぐため、県等と連携し感

染症予防のための啓発、健康診断及び消

毒等の措置を実施する。 

なお、防疫措置の実施に関し、本計画

に定めのないものについては、久慈市地

域防災計画第３章第１９節「防疫計画」

の例によるところとする。 

(1) 保健衛生対策 

市は、避難先地域に対して、県と連携

し医師等、保健医療関係者による健康相

談、指導等を実施する。この場合におい

て、要配慮者等の心身双方の健康状態に

は特段の配慮を行う。 

なお、保健活動の実施に関し、本計

画に定めのないものについては、久慈

市地域防災計画第３章第 15 節「医療・

保健計画」の例によるところとする。              

 

(2) 感染症予防対策 

市は、避難住民等が生活環境の悪化、

病原体に対する抵抗力の低下による感

染症等の発生を防ぐため、県等と連携

し感染症予防のための啓発、健康診断

及び消毒等の措置を実施する。 

なお、感染症予防措置の実施に関し、

本計画に定めのないものについては、

久慈市地域防災計画第３章第 19 節「感

染症予防計画」の例によるところとす

る。            
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頁 編 章 標 題 旧 新 

92 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

１ 保健衛生の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 廃棄物の処理 

 

(3) [略] 

(4) 飲料水衛生確保対策 

 ①  ［略］ 

  ② 市は、久慈市地域防災計画第３章第

１７節「給水計画」の定めに準じて、

水道水の供給体制を整備する。 

 ③  ［略］ 

(5)・(6)  ［略］ 

 

(1)   ［略］ 

(2) 廃棄物処理対策 

① 市は、久慈市地域防災計画第３章第

20 節「廃棄物処理・障害物除去計画」

の定めに準じて、「震災廃棄物対策指

針」（平成１０年厚生省生活衛生局作

成）等を参考としつつ、廃棄物処理体

制を整備する。 

 ②  ［略］ 

 

(3) [略] 

(4) 飲料水衛生確保対策 

 ①  ［略］ 

  ② 市は、久慈市地域防災計画第３章第

17 節「給水計画」の定めに準じて、水

道水の供給体制を整備する。 

 ③  ［略］ 

(5)・(6)  ［略］ 

 

(1)   ［略］ 

(2) 廃棄物処理対策 

① 市は、久慈市地域防災計画第３章第

20 節「廃棄物処理・障害物除去計画」

の定めに準じて、「災害廃棄物対策指

針」（平成 26年環境省大臣官房廃棄物・

リサイクル対策部局作成）等を参考と

しつつ、廃棄物処理体制を整備する。      

 ②  ［略］ 
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頁 編 章 標 題 旧 新 

93 3 8 ３ 動物の保護等に

関する配慮  

 

  市は、「動物の保護等に関して地方公共団

体が配慮すべき事項についての基本的考え

方について（平成１７年８月３１日付け環

境省自然環境局総務課動物愛護管理室及び

農林水産省生産局畜産部畜産企画課通知）」

を踏まえ、関係機関と連携協力を図りなが

ら、所要の措置を講ずるよう努める。 

  ・ 危険動物等の逸走対策 

  ・ 要避難地域等において飼養又は保管さ

れていた家庭動物等の保護等 

 

 

  市は、「動物の保護等に関して地方公共団

体が配慮すべき事項についての基本的考え

方について（平成 17 年８月 31 日付け環境

省自然環境局総務課動物愛護管理室及び農

林水産省生産局畜産部畜産企画課通知）」を

踏まえ、関係機関と連携協力を図りながら、

所要の措置を講ずるよう努める。 

  ・ 危険動物等の逸走対策 

  ・ 要避難地域等において飼養又は保管さ

れていた家庭動物等の保護等 
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95 
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10 

３ 生活基盤等の確

保 

 

 

 

 

 

 

１ 特殊標章等の意

義について 

 

 (1) 給水施設等の確保（法 134②関係） 

[略] 

なお、災害によるライフライン施設の

安全対策に関し、本計画に定めのないも

のについては、久慈市地域防災計画第２

章第９節「ライフライン施設等安全確保

計画」の例によるものとする。 

 

  1949年8月12日のジュネーブ諸条約の国

際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追

加議定書（第一追加議定書）において規定

される赤十字標章等及び国際的な特殊標章

等は、それぞれ国民保護のために重要な役

割を担う医療行為及び国民保護措置に係る

職務、業務又は協力（以下この章において

「職務等」という。）を行う者及びこれらの

者が行う職務等に使用される場所若しくは

車両、船舶、航空機等（以下この章におい

て「場所等」という。）を識別するために使

用することができ、それらは、ジュネーブ

諸条約及び第一追加議定書の規定に従って

保護される。 

 

 (1) 給水施設等の確保（法 134②関係） 

[略] 

なお、災害によるライフライン施設の安

全対策に関し、本計画に定めのないものに

ついては、久慈市地域防災計画第２章第 11

節「ライフライン施設等安全確保計画」の

例によるものとする。 

 

  1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国

際的な武力紛争の犠牲 

者の保護に関する追加議定書（第一追加議

定書）において規定される赤十字標章等及

び国際的な特殊標章等は、それぞれ国民保

護のために重要な役割を担う医療行為及び

国民保護措置に係る職務、業務又は協力（以

下この章において「職務等」という。）を行

う者及びこれらの者が行う職務等に使用さ

れる場所若しくは車両、船舶、航空機等（以

下この章において「場所等」という。）を識

別するために使用することができ、それら

は、ジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書

の規定に従って保護される。 
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97 
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10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

２ 特殊標章等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 特殊標章等の交

付及び管理（法 158

関係） 

 

 

(1) 特殊標章 

第一追加議定書第６６条３に規定され

る国際的な特殊標章（オレンジ色地に青

の正三角形）。 

(2) 身分証明書 

第一追加議定書第６６条３に規定され

る身分証明書（様式のひな型は下記のと

おり）。 

(3)  ［略］ 

 

市長、消防長及び水防管理者は、「赤十字

標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に

関するガイドライン（平成１７年８月２日

閣副安危第３２１号内閣官房副長官補（安

全保障・危機管理担当）付内閣参事官（事

態法制担当）通知）に基づき、具体的な交

付要綱を作成したうえで、それぞれ以下に

示す職員等に対し、特殊標章等を交付及び

使用させる（「市（町村）の特殊標章及び身

分証明書に関する交付要綱（例）」及び「消

防本部の特殊標章及び身分証明書に関する

交付要綱（例）」（平成１７年１０月２７日

消防国第３０号）国民保護室長通知）を参 

(1) 特殊標章 

第一追加議定書第66条３に規定される

国際的な特殊標章（オレンジ色地に青の

正三角形）。 

(2) 身分証明書 

第一追加議定書第66条３に規定される

身分証明書（様式のひな型は下記のとお

り）。 

(3)  ［略］ 

 

市長、消防長及び水防管理者は、「赤十字

標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に

関するガイドライン（平成 17年８月２日閣

副安危第 321 号内閣官房副長官補（安全保

障・危機管理担当）付内閣参事官（事態法

制担当）通知）に基づき、具体的な交付要

綱を作成したうえで、それぞれ以下に示す

職員等に対し、特殊標章等を交付及び使用

させる（「市（町村）の特殊標章及び身分証

明書に関する交付要綱（例）」及び「消防本

部の特殊標章及び身分証明書に関する交付

要綱（例）」（平成 17年 10 月 27 日消防国第

30 号）国民保護室長通知）を参考。 
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1 

 

 

 

４ 赤十字標章等及

び特殊標章等に係る

普及啓発 

 

 

 

 

 

第１章 応急の復旧 

考。 

 

市は、国、県及び日本赤十字社及びその

他関係機関と協力しつつ、ジュネーブ諸条

約及び第一追加議定書に基づく武力攻撃事

態等における標章等の使用の意義及びそれ

の使用するに当たっての濫用防止のための

規定等について、教育や学習の場などの

様々な機会を通じて啓発に努める。 

 

市は、その管理する施設及び設備につい

て、武力攻撃災害による被害が発生したと

きは、一時的な修繕や補修など応急の復旧

のため必要な措置を講じることとし、応急

の復旧に関して必要な事項について、以下

のとおり定める。 

なお、公共土木施設に係る応急措置及び

応急復旧に関し、本計画に定めのないもの

については、久慈市地域防災計画第 3章第

25 節「公共土木施設応急対策計画」の例に

よるところとする。 

 

 

市は、国、県及び日本赤十字社及びその

他関係機関と協力しつつ、ジュネーヴ諸条

約及び第一追加議定書に基づく武力攻撃事

態等における標章等の使用の意義及びそれ

の使用するに当たっての濫用防止のための

規定等について、教育や学習の場などの

様々な機会を通じて啓発に努める。 

 

市は、その管理する施設及び設備につい

て、武力攻撃災害による被害が発生したと

きは、一時的な修繕や補修など応急の復旧

のため必要な措置を講じることとし、応急

の復旧に関して必要な事項について、以下

のとおり定める。 

  なお、公共土木施設に係る応急措置及び

応急復旧に関し、本計画に定めのないもの

については、久慈市地域防災計画第 3 章第

25 節「公共土木施設・鉄道施設等応急対策

計画」の例によるところとする。 

 


